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(企業年金)：賃金水準と退職給付制度の変化 

 

賃上げの環境にあるにもかかわらず、退職給付の給付額は増加しておらず、規模によって退職

給付の格差が生じている。企業が賃上げには応じても、将来の負担、債務として転換される退

職給付については抑制的に対応していることが分かる。つまり、経営者としては将来リスクに

ついては回避的ということが明確に表れている。 

 

2013 年から始まったアベノミクスで給料が上がり、貯蓄しやすい環境になったのであろうか。

図表１は企業規模ごとの賃金推移である。賃金は震災の影響により下がったものの、その後、

政権交代、アベノミクス開始後、上昇トレンドに転じ、緩やかであるが上がっていることが分

かる。つまり、この賃金上昇の恩恵を労働者は受けているはずである。マイナス金利下であり

運用面では厳しい環境にあるものの、貯蓄、余剰の資金は生まれやすい環境にあるともいえる。 

 

図表１：企業規模ごとの賃金推移：男女別（単位：千円） 

 
（注）調査自体は毎年度行われている。紙幅の都合で隔年のデータを示している。 

（注）常用労働者 1,000 人 以上「大企業」、100～999 人「中企業」、10～99 人「小企業」に区分されている。 

（出所）厚生労働省による各年度の賃金構造基本統計調査の概況より作成 
 

では、退職給付制度の現状および給付水準はどのようになっているのであろうか。厚生労働省

「就労条件総合調査」から見てみよう。「賃金構造基本統計調査」と「就労条件総合調査」は、

同一調査ではなく、企業のカテゴリーに若干違いがあるとはいえ、おおよその比較は可能であ

る。図表２は 2008年度と 2018年度の制度状況を比較した結果である。 

 

図表２：退職給付制度の状況 

 
（出所）厚生労働省「就労条件総合調査」より作成 

 

共通点として、「退職給付制度がない」企業の割合が全ての企業規模においても増加している

ことに気が付く。さらに「企業年金がある」企業の割合も減少している一方で、「退職金制度

のみ」の企業が増加している。この現象は 2012 年３月末をもって税制適格退職年金が廃止さ

れたことも影響している。つまり、税制適格退職年金から別の制度へ移行するのではなく、退

職金に戻す、もしくは制度そのものを廃止する企業が多かったことになる。 

年度／企業規模 2008 2010 2012 2014 2016 2018

大企業 381.8 382.9 380.6 381.9 384.8 387.0

中企業 324.6 316.7 316.5 312.1 320.3 321.5

小企業 294.9 285.3 282.2 285.9 290.9 292.0

大企業 251.0 254.6 258.1 265.2 268.7 270.7

中企業 225.4 227.3 231.7 233.8 242.3 244.4

小企業 207.7 206.8 210.2 214.6 219.1 223.7

男

女

制度の有無

年度／企業規模 2008 2018 2008 2018 2008 2018

1000人以上:大企業 18.4% 19.3% 76.8% 71.8% 4.8% 8.9%

300~999人：中企業 28.3% 34.1% 63.9% 57.5% 7.8% 8.3%

100~299人：中企業 36.2% 47.8% 51.8% 34.9% 12.0% 17.3%

30~99人：小企業 51.5% 60.5% 30.2% 14.1% 18.3% 25.4%

退職金制度のみ 企業年金がある 退職給付制度がない
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2008年度から 2018年度の減少傾向には企業規模による違いが見られる。大企業において、「企

業年金がある」企業の割合は 5.0％の減少に留まっているのに対して、小企業においては 16.1％

減少して 14.1％にまで低下している。「退職給付制度がない」企業の割合についても、大企業

は 4.8％→8.9％（4.1％増加）、小企業 18.3％→25.4％（7.1％増加）と差が大きい。４分の

１以上の小企業において退職給付制度がない状況になっている。 

 

「退職金制度のみ」の企業の割合は、大企業は、18.4％→19.3％（0.9％増）、中企業（300～

999 人）28.3％→34.1％（5.8％増）、中企業（100～299 人）36.2％→47.8％（11.6％増）、

小企業 51.5％→60.5％（9.0％増）となっている。100～299人の中企業における増加率が最も

高くなっている。これは先述した税制適格退職年金に加入していた中企業が、「退職金制度の

み」にシフトした結果と推察される。 

 

図表３：制度実施状況に応じた平均給付額の推移（単位：万円） 

 
（注）勤続 20 年以上かつ 45歳以上の定年退職者で大学・大学院卒の平均退職給付額を用いている。 

（出所）厚生労働省「就労条件総合調査」より作成 
 

図表３は、制度実施状況に応じた平均給付額の推移である。給付水準をみると、退職金制度の

給付額がこの 10年（2008年から 2018年）で大幅に減少していることにも気が付く（800万円

の減少）。退職金制度は労使の合意のみで給付減額が可能であり、企業年金制度と比べて減額

のハードルは低いことも影響していると推察される。つまり、規模が小さい中小企業ほど退職

金制度へと回帰する現象がみられ、給付額も減額していることが推測される。つまり、企業規

模が小さい中小企業と大企業との退職給付の格差がこの 10年で広がっていることが分かる。 

 

賃上げの環境にあるにもかかわらず、退職給付の給付額は上昇していない理由は、この間、ポ

イント制など、給与上昇と退職給付額とが連動しにくい制度が導入されてきたことが影響して

いる。企業がフローとしての賃上げには応じても、将来の負担、債務として転換される退職給

付については抑制的に対応している。つまり、経営者としては将来リスクについては回避的と

いうことが明確に表れている。 

 

退職給付制度として望ましいことは何であろうか。経営者は資金保全をより積極的に行うこと

が望ましい。簡易版企業年金制度の導入によって、企業側の確定拠出年金導入のハードルは低

くなっている。ただし、多くの中小企業にとって、未だに「キャッシュ・インセンティブ（確

定拠出年金導入による企業の拠出負担）＞税優遇」となっていることを考えれば移行を促進す

ることは容易でない。とすると、税優遇措置、加入要件の拡大だけでは不十分で、現状を鑑み

た大胆な優遇措置が必要かもしれない。 

（静岡県立大学 経営情報学部 上野 雄史） 

年度 退職金制度のみ 企業年金制度のみ 両制度の併用

2008 2,144 2,522 2,517

2013 1,567 2,110 2,562

2018 1,344 1,958 2,329


